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１．国民の皆様へ 
   日本年金機構（以下「機構」という。）は、日本年金機構法（平成１９年法

律第１０９号）に基づき、国（厚生労働大臣）から委任・委託を受け、公的年

金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・年金給付などに関す

る事務）を担っており、お客様からの意見を反映しつつ、提供するサービスの

質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及

び透明性の確保に努めることを理念として、業務に当たっています。 

   機構が行うべき業務については、厚生労働大臣が定め、機構に指示した、中

期目標(平成２２年１月１日から２６年３月３１日までの４年３か月間におい

て機構が達成すべき業務運営に関する目標)に基づき、中期計画を策定してお

り、平成２３年度においては、中期計画に基づき策定した平成２３年４月１日

から２４年３月３１日までの年度計画に基づき実施しました。 

      機構は、国庫又は保険料を財源とする運営費交付金を運営経費の財源として

いますが、平成２３年度の事業活動の結果は、当期総利益（交付金などの経常

収益から業務経費、一般管理費などの経常費用を差し引いた金額）が４３６億

９７百万円となりました。これは、入札によるコストの削減等が図られたこと

によるもの１４１億４０百万円、人件費の減等によるもの１５２億２０百万円、

当初見込んだ事業の業務量の見直し等によるもの１３１億円等であります。 

 
２．基本情報 
（１）機構の概要 
  ① 機構の目的 
     機構は、日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働

大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国

民年金事業に関し、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及び国

民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定に基づく業務等を行うこと

により、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民

年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与

することを目的としています。（日本年金機構法第１条） 
   

 
② 業務内容 

     機構は、日本年金機構法第１条の目的を達成するため国（厚生労働大臣）

から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記

録管理・相談・年金給付などに関する事務）を担います。 
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  ③ 沿革 
     平成１９年７月 日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）公 

 布 
     平成２２年１月 日本年金機構設立 
  ④ 設立根拠法 
     日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号） 
  ⑤ 主務大臣（主務省所管課等) 

厚生労働大臣（厚生労働省年金局事業企画課） 
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⑥ 組織図 (平成 24 年 3 月 31 日現在) 

お客様相談室

監事 　監事室

（標準的な組織）
年金事務所（全国３１２か所） 厚生年金適用調査課

厚生年金徴収課

国民年金課

年金記録課

ブロック本部（全国９か所） 　管理部

　相談・給付支援部
( 北海道、東北、北関東・信越、南関東、

中部、近畿、中国、四国、九州 ) 　適用・徴収支援部

事務センター（都道府県単位

　記録管理部

　障害年金業務部

支払部

再裁定・時効特例室

業務渉外部

（標準的な組織）

システム部門 システム統括部

基幹システム開発部

新システム開発部

システム運用部

全国一括業務部門 　業務管理部

年金相談部

記録問題対策部

事業管理部門 品質管理部

国民年金部

理事長 厚生年金保険部

年金給付部

　財務部

　調達部

　会計部

事業企画部門 事業企画部

サービス推進部

リスク・コンプライアンス部

総務部

人事・会計部門 　人事管理部

　研修部

　労務管理部

監査部

統括管理部門 経営企画部

広報室
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（２）本部及びブロック本部の住所 
    
    本部 

東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 
 
北海道ブロック本部 

    北海道札幌市白石区東札幌３条１－１ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｹﾞｰﾄｳｪｲﾋﾞﾙ６Ｆ 
    
   東北ブロック本部 
    宮城県仙台市青葉区花京院１－１－２０ 花京院ｽｸｴｱ１１Ｆ 
 
   北関東・信越ブロック本部 
    埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－５－１ 
 
   南関東ブロック本部 
    東京都新宿区大久保２－１２－１ 
 
   中部ブロック本部 
    愛知県名古屋市中区錦３－２０－２７ 御幸ﾋﾞﾙ８Ｆ 
 
   近畿ブロック本部 
    大阪府大阪市中央区本町３－４－８ 東京建物本町ﾋﾞﾙ６Ｆ・７Ｆ 
 
   中国ブロック本部 
    広島県広島市中区中島町３－２５ ﾆｯｾｲ平和公園ﾋﾞﾙ５Ｆ・６Ｆ 
 
   四国ブロック本部 
    香川県高松市寿町２－１－１ 高松第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新館２Ｆ 
 
   九州ブロック本部 
    福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１ ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ博多２F 
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（３）資本金の状況 
 （単位：百万円） 

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 103,112 0 0 103,112 

資本金合計 103,112 0 0 103,112 

 
（４）役員の状況 

            （平成２４年３月３１日現在） 

役 職 氏 名 任期 主 な 経 歴 

理事長 紀陸  孝 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

社団法人日本経済団体連合会 専務理事 

東京経営者協会 専務理事 

副理事長 薄井  康紀 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

厚生労働省政策統括官（社会保障担当） 

社会保険庁総務部長（日本年金機構設立準備事務局長） 

（役員出向） 

理事 

（人事・会計部門担当）  

坂巻  謙一 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

株式会社千葉銀行 審査二部部長 

ちばぎんアカウンティングサービス株式会社 常務取締役 

理事 

（事業企画部門担当） 

矢﨑  剛 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

厚生労働省大臣官房会計課長 

社会保険庁東京社会保険事務局長 

（役員出向） 

理事 

（事業管理部門担当） 

松田  將 

 

 

平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課長 

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構審議役 

日本年金機構審議役 

（役員出向） 

理事 

（システム部門担当） 

喜入  博 

 

 

 

平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

日本ユニシス株式会社 監査室長 

ＫＰＭＧビジネスアシュアランス株式会社 顧問 

金融庁ＣＩＯ補佐官 

総務省行政管理局 技術顧問 

理事 

（全国一括業務部門担当）  

 

中野  寛 

 

 

平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

社会保険庁総務部総務課長 

社会保険庁社会保険業務センター所長 

（役員出向） 

理事 

（南関東ブロック本部担当）  

 

十菱  龍 

 

平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

年金積立金管理運用独立行政法人 理事 

厚生労働省東北厚生局長 

（役員出向） 
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理事 

（近畿ブロック本部担当）  

藤田  厚 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

株式会社日立製作所 産業機器営業本部 販売企画部長 

日本コロムビア株式会社 理事 情報システム営業本部長 

松田産業株式会社（現：松田・南信株式会社）常務取締役 

理事 

（非常勤） 

青山  周 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

弁護士 青山法律事務所（現職） 

理事 

（非常勤） 

磯村  元史 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

東洋信託銀行株式会社 代表取締役副社長 

洋伸不動産株式会社 代表取締役社長 

函館大学 客員教授（現職） 年金記録回復委員会 委員長（現職）

日本年金機構 設立委員（委員長代理） 

理事 

（非常勤） 

加藤  丈夫 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

富士電機株式会社 取締役会長 

厚生年金基金連合会（現企業年金連合会） 理事長 

理事 

（非常勤） 

三木  雄信 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

ソフトバンク株式会社 社長室長 

ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社 代表取締役社長（現職）

年金記録回復委員会 委員（現職） 

監事 澤本 和男 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

三菱電機株式会社 常務執行役（法務、知的財産、内部監査担当）

同社 取締役（監査委員会委員長） 

監事 

（非常勤） 

水嶋  利夫 平成２４年１月１日

～ 

平成２５年１２月３１日

公認会計士（現職） 

新日本有限責任監査法人 理事長 

常陽銀行 社外監査役（現職） 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役（現職） 

  

（５）常勤職員の状況 
平成２３度末における正規職員、准職員は１５，５４３人（前期末比９６

７人増）、有期雇用契約職員１１，８２０人（前期末比２０４人増）となって

います。このうち国等からの出向者は１４８人（前期末比５人増）、民間から

の出向者は１人です。平均年齢は４４．１歳となっています。 
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３．簡潔に要約された財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 
流動資産 

現金及び預金 

保管納付受託証券 

前払費用 

その他 

 

固定資産 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他の資産 

１２３，１２０

８８，４３５

２６，８６２

７，７２５

９９

１１１，６０７

１０４，２６７

５，７８１

１，５５９

流動負債 

 未払金 

 未払費用 

 保険料等預り金 

  保険料等預り保管納付受託証券 

 その他 

固定負債 

資産見返負債 

長期リース債務 

資産除去債務 

６９，０９８

３１，９３７

３，４５４

６，１７２

２６，８６２

６７４

１１，４７８

８，７６３

６７

２，６４８

負債合計 ８０，５７５

純資産の部 金額 

資本金 

政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

１０３，１１２

 １０３，１１２

△４，７３６

５５，７７７

純資産合計 １５４，１５２

資産合計 ２３４，７２７ 負債純資産合計 ２３４，７２７
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（２）損益計算書 
（単位：百万円） 

科  目 金額 

経常費用(A) ２９２，５８０ 

業務経費 

 人件費 

 減価償却費 

 通信費 

 業務委託費 

 その他 

一般管理費 

 人件費 

 減価償却費 

 その他 

財務費用  

２６５，２９８ 

１０９，８１９ 

７１１ 

２３，１３５ 

１０８，７６４ 

２２，８７０ 

２７，２６５ 

１５，００３ 

１７７ 

１２，０８５ 

１７ 

経常収益(B) ３３６，２７７ 

 運営費交付金収益 

 その他 

３３５，３８７ 

８９０ 

当期総利益(B-A) ４３，６９７ 

 
 
（３）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

項  目 金額 
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 

   人件費支出 

   運営費交付金収入 

   その他収入・支出 

４，５５８ 

△１２３，４２２ 

３４２，４６４ 

△２１４，４８５ 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △４，３７３ 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △３５６ 

Ⅳ 資金増加額（D=A+B+C) △１７１ 

Ⅴ 資金期首残高(E) ８２，４３３ 

Ⅵ 資金期末残高(F=D+E) ８２，２６３ 
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（４）行政サービス実施コスト計算書 
（単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ 業務費用 ２９２，２２１ 

   損益計算書上の費用 

   （控除）自己収入等 

２９２，５８０ 

△３５９ 

（その他の行政サービス実施コスト）  

Ⅱ 損益外減価償却相当額 ２，００１ 

Ⅲ 損益外利息費用相当額 ４４ 

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 ６ 

Ⅴ 引当外賞与見積額 ２１７ 

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 ４，９４３ 

Ⅶ 機会費用 １，２８９ 

Ⅷ 行政サービス実施コスト ３００，７２２ 

 

（５）財務諸表の科目の説明（主なもの） 
① 貸借対照表 

     現金及び預金：現金、預金 
     保管納付受託証券：保険料滞納分等を証券により納付することを受託した場

合、国庫に納付するまでの間、当機構において保管して

いる証券等 
     前 払 費 用：当期支払の土地建物借料等で翌期費用化するもの 

有形固定資産：土地、建物、工具器具備品など長期にわたって使用また

は利用する有形の固定資産 
     無形固定資産：ソフトウェア等 
     投資その他の資産：長期前払費用（当期支払の土地建物借料等で翌々期以降

費用化するもの）、および敷金保証金 
     未 払 金：当期発生した人件費、業務費のうち翌期支払のもの 
        未 払 費 用：当期発生した給与、リースの支払利息等のうち翌期支払

のもの 
        保険料等預り金：年金保険料預り分で国庫へ納付するもの 
     保険料等預り保管納付受託証券：保険料等納付義務者から証券による保険料滞納分等を受

託した場合、国庫に納付するまでの間、当機構において

保管している保管納付受託証券の見返勘定 
資産見返負債：運営費交付金等により取得した償却資産の見返として計

上される負債 
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     長期リース債務：ファイナンス・リースにかかる債務のうち、翌々期以降

支払のもの 
 
     資産除去債務：有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によっ

て生じ、当該有形固定資産の除去に関して、法令又は契

約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの 
     政府出資金：国からの出資金であり、機構の財産的基礎を構成するも

の 
     資本剰余金：損益外減価償却累計額（国からの現物出資された固定資

産等に係る減価償却累計額）等 
     利益剰余金：機構の業務に関連して発生した剰余金の累計額 
 

② 損益計算書 
     業 務 経 費：年金事務所・事務センター・全国一括部門等において、

公的年金にかかる一連のサービス提供に要する費用。 
人  件  費：給与、賞与及び法定福利費等、機構の職員等に要す 

る経費 
減価償却費：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数に 

            わたって費用として配分する経費 
     通 信 費：郵便及び電話等に要する経費 
     業務委託費：業務に要する運営委託経費 
     一般管理費：本部・ブロック本部等において、管理業務に要する費用 
     財 務 費 用：ファイナンス・リースに係る支払利息 
     運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識し

た収益 
 

③ キャッシュ・フロー計算書 
     業務活動によるキャッシュ・フロー：機構の業務の実施に係る資金の状

態を表し、運営費交付金収入、人件費支出等が該当 
     投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のた

めに行われる投資活動に係る資金の状態を表し、固定資産

の取得・売却等による収入・支出が該当 
     財務活動によるキャッシュ・フロー：ファイナンス・リースに係る 

リース債務の返済が該当 
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④ 行政サービス実施コスト計算書 
     業 務 費 用：機構が実施する行政サービスコストのうち、機構の損益

計算書に計上される費用 
損益外減価償却相当額: 国から現物出資された固定資産等に係る減価償却費相当

額（損益計算書には計上しておりませんが、累計額は貸

借対照表に記載しています。） 
損 益 外 利 息 費 用 相 当 額: 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理に基づ

く除去費用にかかる時の経過による資産除去債務の調

整額（損益計算書には計上しておりませんが、累計額は

貸借対照表に記載しています。） 
損益外除売却差額相当額: 国から現物出資された固定資産を除却あるいは売却した

ときの処分価額と簿価との差額 
     引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら  

かな場合の賞与引当金見積額の増加コスト（損益計算書

には計上しておりませんが、仮に引き当てた場合に計上

したであろう賞与引当金見積額を貸借対照表に注記して

います。） 
     引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かな場合の退職給付引当金増加見積額（損益計算書には

計上しておりませんが、仮に引き当てた場合に計上した

であろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記して

います。） 
     機 会 費 用：国の財産を無償又は減額された使用料により賃借し  
            た場合の本来負担すべき金額等 
 
 
４． 財務情報 
（１）財務諸表の概況 
   ① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ・フロ 
     ーなどの主要な財務データの分析（内容） 
    （経常費用） 
      平成２３年度の経常費用は２，９２５億８０百万円となっていま 

す。機構の主たる事務事業（保険事業等）から発生する業務経費は 
２，６５２億９８百万円です。主たるものは、正規職員や特定業務 
契約職員等の人件費１，０９８億１９百万円、紙台帳とコンピュー 
タ記録との突き合わせ業務やねんきん定期便作成・発送業務等の業 
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務委託費１，０８７億６４百万円、ねんきん定期便送付の郵便代等 
の通信費２３１億３５百万円です。機構の内部事務管理経費である 
一般管理費は２７２億６５百万円であり、正規職員等の人件費１５ 
０億３百万円が主なものです。 
 

    （経常収益） 
       平成２３年度の経常収益は３，３６２億７７百万円となっています。

内訳は、運営費交付金収益が３，３５３億８７百万円（期間進行基準に

基づく運営費交付金債務の収益化等によるもの）、その他の収入が８億９

０百万円であります。 
 
    （当期総損益） 

上記経常損益を計上した結果、平成２３年度の当期総利益は４３６億

９７百万円となっています。これは、入札によるコストの削減等による

もの１４１億４０百万円、人件費の減等によるもの１５２億２０百万円、

当初見込んだ事業の業務量の見直し等によるもの１３１億円が主なもの

です。 
      なお、当期総利益について、全額国庫納付準備金として整理された後、

前払費用等厚生労働大臣の承認を受けた金額を控除し、国庫に納付する

ことになります。 
     

（資産） 
平成２３年度末現在の資産合計は２，３４７億２７百万円で、前年比

２６８億８百万円増加となっています。これは、主として当年度より保

管納付受託証券２６８億６２百万円を計上したこと及び固定資産等の新

規取得により４２億３０百万円、建設仮勘定等が２８億４１百万円増加

したこと、現金及び預金が１４億円６０百万円、前払費用及び長期前払

費用が２８億１９百万円減少したことによるものです。平成２３年度末

現在の資産は、現金及び預金８８４億３５百万円、保管納付受託証券２

６８億６２百万円、固定資産１，１１６億７百万円が主なものです。現

金及び預金の内訳は、翌期支払予定の未払金及び未払費用３５３億９０

百万円、被保険者等から一時的に預った保険料等６１億７２百万円、大

臣承認後に国庫に納付する預金が主なものです。 
 固定資産の内訳は機構本部や年金事務所等の土地建物が主たるもので

す。なお当年度の固定資産新規取得（除く資産除去費用等相当額）は建

物１４億９５百万円、ソフトウェア１９億４百万円が主なものです。 
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    （負債） 
      平成２３年度末現在の負債合計は８０５億７５百万円で、前年比 

３８４億４４百万円の増加となっています。主として、当年度より 
保管納付受託証券見合いの保険料等預り保管納付受託証券２６８億６ 
２百万円を計上したことによる増加、未払金及び未払費用が６５億４ 
１百万円及び資産見返負債が６５億４０百万円の増加、保険料等預 
り金が１２億８９百万円、リース債務、長期リース債務が３億５６ 
百万円減少したことによります。 

      なお、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入を行うことは可能 
     でありますが、平成２３年度の借入実績はございません。 
 
    （業務活動によるキャッシュ・フロー） 
      平成２３年度の業務活動によるキャッシュ・フローは４５億５８ 

百万円となっています。 
 収入の主なものは運営費交付金収入３，４２４億６４百万円です。 
その内訳は、機構運営費交付金（国庫財源）２，１３８億６３百万円 
及び事業運営費交付金（保険料財源）１，２８６億１百万円となって 
います。 
支出の主なものは正規職員や有期雇用職員等の人件費支出１，２３ 

４億２２百万円、業務経費や一般管理費支払によるその他の業務支出１，

６１５億８百万円、国庫納付金の支払５３３億７百万円です。 
 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
      平成２３年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△４３億７３ 

百万円となっています。 
これは有形・無形固定資産の取得、職員宿舎にかかる敷金・保証金 

支払にともない発生したものです。 
 
     

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
         平成２３年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△３億５６百 

万円となっています。 
これはオンラインシステム端末機等ファイナンス・リースにかかる 

リース債務返済にともない発生したものです。 
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表 主要な財務データの経年比較                  （単位：百万円） 

区        分 ２１年度（注 1） ２２年度 ２３年度 
経 常 費 用     ５３，４２３ ２３９，８８７ ２９２，５８０

経 常 収 益     ７４，８９３ ３０４，００５ ３３６，２７７

当 期 総 利 益 ２１，４７０ ６４，１０１ ４３，６９７

資    産 １５０，６９４ ２０７，９１９ (注 2)２３４，７２７

負    債 ２６，５９１ ４２，１３２ (注 2)８０，５７５

利益剰余金（又は繰越欠損金） ２１，４７０ ６５，３８７ ５５，７７７

業務活動によるキャッュ・フロー ４１，２４７ ４２，２０４ ４，５５８

投資活動によるキャッシュ・フロー       △４ △３６４ △４，３７３

財務活動によるキャッシュ・フロー △４９ △６０１ △３５６

資金期末残高 ４１，１９４ ８２，４３３ ８２，２６３

  （注 1）21 年度は平成 22 年 1 月から 3 月の 3 ヶ月決算となっております。 

（注 2）資産と負債の増加の主な要因は、23 年度より保管納付受託証券 268 億 62 百万円を計上したことによるもの 

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 
 



 
② セグメント事業損益の分析（内容） 

      事業運営費交付金（保険料財源）の事業損益は２０６億６３百万 
     円となっています。要因は業務量の見直しや入札によるコストの削 

減等によるものです。 
      機構運営費交付金（国庫財源）の事業損益は２２６億７４百万円 

となっています。要因は入札によるコストの削減や職員人件費の減 
等によるものです。 
 

表 セグメント事業損益の経年比較                  （単位：百万円） 

 21 年度（注１） 22 年度 23 年度 

事業運営費交付金（保険料財源）    

Ⅰ事業費用（注２） ２４，２８８ ９４，６５０ １０３，８８５ 

Ⅱ事業収益 ３１，７３３ １１７，４８３ １２４，５４９ 

Ⅲ事業損益 ７，４４５ ２２，８３３ ２０，６６３ 

機構運営費交付金（国庫財源）    

 Ⅰ事業費用（注２） ２９，１３５ １４５，２３７ １８８，６９５ 

 Ⅱ事業収益 ４３，０５２ １８６，１４８ ２１１，３６９ 

 Ⅲ事業損益 １３，９１８ ４０，９１１ ２２，６７４ 

共通     

  Ⅰ事業費用 - - -

Ⅱ事業収益 １０８ ３７４ ３５９

Ⅲ事業損益 １０８ ３７４ ３５９

 （注１）21 年度は平成 22 年 1 月から 3 月の 3 ヶ月決算となっております。 

 （注２）事業費用は財務費用を含めた金額となっております。 

 
 

   ③ セグメント総資産の分析（内容） 
      事業運営費交付金（保険料財源）の総資産は１０７億２０百万円 

で、前年比２４億１８百万円増加となっています。これは固定資産 
３４億８１百万円、ソフトウェア５億６１百万円が増加したこと前 
払費用及び長期前払費用１５億円、リース資産１億３０百万円が減 
少したことによるものです。又主たる資産は、賃借料等の前払費用 
及び長期前払費用６１億１６百万円、その他固定資産３９億９６百 
万円です。 

機構運営費交付金（国庫財源）の総資産は７６億２９百万円で、 
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前年比９億７７百万円の増加となっています。これはソフトウェア 
１０億７５百万円、その他形固定資産１４億４９百万円が増加した 
こと、前払費用及び長期前払費用１３億１９百万円、リース資産２ 
億２７百万円が減少したことによるものです。又主たる資産は、年 
金事務所等の賃借料の前払費用及び長期前払費用３１億５６百万円、 
ソフトウェア２０億２百万円、その他固定資産２２億２０百万円です。 
共通の総資産は２，１６３億７９百万円で、前年比２３４億１３ 

百万円増加となっています。これは、保管納付受託証券が２６８億 
６２百万円増加したことによるものです。 
又主たる資産は、現金及び預金８８４億３５百万円、現物出資され 
た固定資産１，００９億８４百万円です。 

 
表 セグメント総資産の経年比較                             （単位：百万円） 

 21 年度（注） 22 年度 23 年度 

事業運営費交付金（保険料財源）    

総資産 ６１０ ８，３０２ １０，７２０ 

 流動資産 - ４，２７１ ５，７０３ 

固定資産 ６１０ ４，０３１ ５，０１７ 

機構運営費交付金（国庫財源）    

総資産 １，５１５ ６，６５１ ７，６２９ 

 流動資産 ６４３ ３，０２５ ２，０２２ 

 固定資産 ８７２ ３，６２６ ５，６０６ 

共通    

総資産 １４８，５６９ １９２，９６６ ２１６，３７９ 

  流動資産 ４５，９４０ ９０，０５７ １１５，３９５ 

固定資産 １０２，６２９ １０２，９０９ １００，９８４ 

（注）21 年度は平成 22 年 1 月から 3 月の 3 ヶ月決算となっております。 
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④ 行政サービス実施コスト計算書の分析（内容） 

      平成２３年度の行政サービス実施コストは３，００７億２２百万円 
となっています。内訳は、損益計算書上の経常費用（業務経費・一般 
管理費・財務費用）から自己収入等（経常収益－運営費交付金収益） 
を控除した金額である業務費用２，９２２億２１百万円、運営費交付 
金により財源措置がされているため引当金計上は行っていない引当外 
退職給付増加見積額４９億４３百万円が主たるものです。 

     
 表 行政サービス実施コストの経年比較          （単位：百万円） 

区        分 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

業務費用 ５３，３１５ ２３９，５３０ ２９２，２２１

 うち損益計算書上の費用 ５３，４２３ ２３９，９０４ ２９２，５８０

 うち自己収入      △１０８ △３７４ △３５９

損益外減価償却等相当額 ４８２ ２，１６４ ２，００１

損益外利息費用相当額 - ５３ ４４

損益外除売却差額相当額          - １８ ６

引当外賞与見積額 ３，７７６ ４，８８９ ２１７

引当外退職給付増加見積額 △６８６ ２，１１９ ４，９４３

機会費用 ４４３ １，６２０ １，２８９

行政サービス実施コスト ５７，３３１ ２５０，３９３ ３００，７２２

（注）21 年度は平成 22 年 1 月から 3 月の 3 ヶ月決算となっております。 
 
（２）施設等投資の状況（重要なもの）                    
    該当ありません。 
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（３）予算・決算の概況                    
           （単位：百万円） 

区  別 
21 年度(注) 22 年度 23 年度  

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 備考 

収入 

 運営費交付金 

機構運営費交付金 

  事業運営費交付金 

その他の収入 

74,918 

74,805 

43,073 

31,733 

113 

74,883

74,805

43,073

31,733

77

306,224

305,839

187,830

118,009

385

306,204

305,839

187,830

118,009

365

342,797

342,464

213,863

128,601

333

342,822 

342,464 

213,863 

128,601 

358 

 
 
 
 
 

支出 

 業務経費 

保険事業経費 

オンラインシステム経費  

年金相談等経費 

年金記録問題対策経費 

一般管理費 

74,918 

52,985 

15,511 

4,061 

12,161 

21,252 

21,934 

54,698

34,629

12,351

3,950

7,956

10,373

20,069

306,224

198,023

51,717

18,930

47,361

80,014

108,201

252,898

152,234

44,306

17,383

41,103

49,442

100,664

342,797

234,608

52,974

34,706

40,921

106,007

108,189

296,314 

196,802 

40,325 

30,930 

35,184 

90,363 

99,512 

 

 

注１ 

注１ 

注２ 

注３ 

注４ 

（注）21 年度は平成 22 年 1 月から 3 月の 3 ヶ月決算となっております。 
 
  注１ 入札によるコストの削減が図られたこと等による。 

   注２ 効率的な業務の実施によりコスト削減が図られたこと等による。 

   注３ 効率的な業務の実施によるコスト削減、記録問題対応職員の人件費の減少等による。 

   注４ 人件費の減少等による。 

 
 
（４）経費削減及び効率化目標との関係 
    機構においては、中期目標期間の最後の事業年度において、平成２２年度

予算を基準年度として、一般管理費（人件費を除く）について、１２％程度、

業務経費（年金記録問題対策経費、年金相談等事業経費及び特殊要因により

増減する経費を除く）については４％程度削減する目標を掲げており、これ

らの目標の実現に向け、効率化の取組みを行っております。 
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５．事業の説明 
（１）財源構造 

      平成２３年度における機構の財源は総額３，４２７億９７百万円でその内

訳は機構運営費交付金（国庫財源）２，１３８億６３百万円（財源の６２％）、

事業運営費交付金（保険料財源）１，２８６億１百万円（財源の３８％）、そ

の他自己収入が３億３３百万円となっています。機構運営費交付金（国庫財

源）及びその他自己収入の合計収入の事業別内訳は、年金記録問題対策事業

で１、０６０億７百万円、一般管理費で１，０８１億８９百万円となってお

り、事業運営費交付金（保険料財源）の事業別内訳は、保険事業で５２９億

７４百万円、オンラインシステム事業で３４７億６百万円、年金相談等事業

で４０９億２１百万円となっております。 

  

（２）事業の種類と内容等 

ア 保険事業 

保険事業は、国民の皆様の国民年金及び厚生年金保険への加入、加入に伴 

う保険料の徴収、老齢・障害・遺族年金の給付等を行っています。事業の財源

は、事業費については事業運営費交付金収益５２９億７４百万円で、事業に要

した費用は４０３億２５百万円となっており、その差額は１２６億４９百万円

で、事務センターの各種通知書の作成・発送業務委託などの入札によるコスト

の削減が図られたこと等によるものです。 

 

イ 社会保険オンラインシステム事業 

社会保険オンラインシステム事業は、国民年金及び厚生年金保険の的確な年

金給付等を行うため、記録管理・基礎年金番号管理システム、年金給付システ

ムの維持管理等を行っています。事業の財源は、事業費については事業運営費

交付金収益３４７億６百万円で、事業に要した費用は３０９億３０百万円とな

っており、その差額は３７億７６百万円で、運用管理業務委託などの入札によ

るコストの削減が図られたこと等によるものです。 

 

 ウ 年金相談等対策事業 

   年金相談等対策事業は、年金事務所等での来訪相談やコールセンターでの年

金電話相談等を行うとともに、ねんきん定期便等の事業を行っています。事業

の財源は、事業費については事業運営費交付金収益４０９億２１百万円で、事

業に要した費用は３５１億８４百万円となっています。その差額は５７億３７

百万円で、効率的な業務の実施によりコスト削減が図られたこと等によるもの

です。 
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 エ 年金記録問題対策事業 

 年金記録問題対策事業は、国民の皆様の年金加入記録を適正な状態に回復す

るため、記録の調査等を行っています。事業の財源は、事業費については機構

運営費交付金収益１,０６０億７百万円で、事業に要した費用は９０３億６３百

万円となっており、その差額は１５６億４４百万円で、効率的な業務の実施に

よりコストの削減が図られたこと等によるものです。 

 

６．年度計画に対する取組状況の概要 

（１）年金記録問題への対応 

   年金記録問題の解決に向けた取組については、機構の最重要課題として取り

組みました。 

   まず、基礎年金番号に統合されていない記録（以下「未統合記録」という。）

の解明・統合については、国民の皆様にお送りした「ねんきん特別便」、「ね

んきん定期便」等に関し、ご本人から申出のあった記録の調査等を進めました。

その結果、平成 18 年 6 月に 5,095 万件あった未統合記録のうち、「既に統合済

みの記録」は、平成 24 年 3 月時点においては 1,631 万件となり、「統合済みの

記録」「一定の解明がなされた記録」「解明作業が進展中の記録」を除いた「今

後、更に解明を進める記録」は、平成 24 年 3 月時点においては 964 万件まで減

少しました。 

   コンピュータ上で管理されている年金記録を正確なものとするため、紙台帳

等で管理されていた記録の内容とコンピュータ記録との突合せについて、平成

22 年 10 月から突合わせ作業を開始し、平成 23 年度末時点で約 2,500 万人の審

査が終了しました。 

   年金額の再計算等の迅速な処理を行うため、事務処理体制の強化を図りまし

た。その結果、平成 24 年 3 月末時点で、再裁定の処理期間については 2.1 か月、

時効特例給付の処理期間については 1.8 か月となっています。 

   なお、これらの取組については、「年金記録問題への対応の実施計画（工程

表）」に基づき計画的に進め、おおむね処理期限どおり達成しました。 

   また、年金記録の確認がより便利にできるようにするため、「ねんきんネッ

ト」の見込み額試算などの機能拡充を図り、平成 23 年度末で約 78 万人の方に

ご利用いただいています。 

 

（２）国民年金、厚生年金保険等の適用・徴収、年金給付・相談の取組状況 

 

（ア）国民年金の適用促進、保険料納付率の向上 

   国民年金の適用（加入手続き）の促進については、住民基本台帳ネットワー
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クシステムにより把握した全ての 20 歳到達者全員、34 歳及び 44 歳到達者のう

ち基礎年金番号に付番されていない方に加え、平成23年9月からは資格喪失後、

一定期間（12 か月）資格取得がなされていない方について、加入の届出勧奨を

行いました。 

   また、国民年金保険料の収納については、①市場化テスト事業の進捗管理を

徹底するため、受託事業者との協力・連携の強化、②国民年金保険料の未納期

間（現年度のみ）を有する者に対し、納付勧奨のチラシを同封した 1 ヶ月単位

の分割納付書を送付し、納付督励を実施、③保険料の負担能力がありながら、

納付義務を果たさない未納者に対し、強制徴収による厳格な対応を実施、④資

格取得時における口座振替勧奨、ダイレクトメールによる勧奨等による口座振

替の推進、⑤市町村から提供される所得情報に基づく免除等申請勧奨の実施、

に重点的に取り組みました。 

   また、納めやすい環境づくりとして、コンビニエンスストアでの納付、イン

ターネットや携帯電話などによる電子納付、クレジットカードによる納付方法

について、納付書の裏面への記載や同封リーフレット等により納付方法の周知

を図り、その利用促進に努めました。 

  （注）平成 24 年 3 月分の国民年金保険料の納期限は、同年 4月末日となってお

り、平成 23 年度の国民年金保険料の納付率については、集計作業中です。 

 

（イ）厚生年金保険・健康保険・船員保険等の適用促進、徴収対策の推進 

  未適用事業所等の把握及び適用（加入手続き）の促進及び適用事業所の調査に

ついては、機構全体及び年金事務所ごとに行動計画を策定し、①厚生年金保険

と雇用保険の適用事業所を全件突合するとともに、新規設立法人情報、ハロー

ワーク及び地方運輸局等が保有する社会保険加入等の情報を活用した的確な把

握、②未適用事業所として把握した全ての事業所を対象とし加入勧奨、③機構

職員による重点的な加入指導や認定による加入手続き等を実施しました。 

  これらの取組による実績については、適用促進対策を講じた結果、適用した事

業所数は平成 23 年度において 6,685 事業所（平成 22 年度 4,808 事業所）など、

前年度を上回る実績となっていますが、中期計画の目標である「社会保険庁に

おける平成 18 年度の実績水準」並みの実績をあげるためには、各種取組を加速

させる必要があります。 

  保険料の徴収対策の推進については、口座振替による保険料納付の促進に努め

た結果、平成 23 年度末口座振替実施率は、82.7％と前年度（81.6％）の実績を

上回りました。 

滞納事業所に対しては、早期の納付指導を行うとともに、滞納処分の手続きを

的確に進めました。 
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   また、保険料の収納率については、98.0％と前年度（97.8％）を上回りまし

た。 

 

（ウ）迅速かつ正確な年金給付の実施 

   年金請求書を受け付けてから年金が決定され、年金証書が請求者に届くまで

の標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定し、迅速な決定、年金

のお支払いに取り組んでいます。 

   平成 23 年度は、機構設立前後に発生した滞留案件の解消に努め、サービスス

タンダードの達成状況の改善のための取り組みを推進した結果、設定したすべ

てのサービススタンダードにおいて、前年度の実績を大きく上回り改善が図ら

れました。しかしながら、障害厚生年金については、前年度の 7.7％から 45.2％

と改善されましたが、未だ最終年度における目標である 90％と大きく乖離して

いることから引き続き機構本部の審査体制の維持とスキルの向上に努めるとと

もに、本部への送付に日数を要している又は返戻件数が多い事務センターにお

いては改善を進めるなど、最終年度において目標を達成できるよう取り組みを

進めることとしています。 

 

（エ）年金相談の充実 

   年金相談の充実については、①年金事務所において、昼休み時間帯における

年金相談を実施するとともに、毎週月曜日の窓口開所時間の延長（19 時まで）

及び第 2 土曜日における年金相談を実施、②難易度の高い相談対応は基本的に

相談スキルを持った正規職員で対応する相談体制の確立、相談業務のサービス

向上と効率化及び相談体制の確立のための研修などを内容とする「年金相談体

制の確立に向けた基本方針」を策定し、平成 23 年度から平成 26 年度当初まで

の計画的な正規職員配置計画への取り組み、③「業務改善・サービスコンテス

ト」に応募のあった先進的な取り組み事例（郵送提出の促進を目的とした電話

相談事蹟シート作成による「年金請求用紙」及び「記載例」等の送付、所内応

援体制の確立（登板ローテーション）、障害年金窓口相談対応チェックシート）

等の全国展開、④窓口の混雑状況をホームページに掲載、混雑時の待ち時間の

目安の表示、混雑の分散化を図るため予約制による年金相談を実施（312 年金

事務所中 198 事務所（平成 24 年 3 月末現在））など年金相談窓口の混雑解消を

図るための各種取り組みを行いました。 

これらの取り組みの結果、相談待ち時間 1 時間以上の年金事務所は、相談件

数が増加しているにもかかわらず、平均待ち時間が 1 時間以上の年金事務所は

月平均 1 か所、30 分以上 1 時間未満の年金事務所は月平均 27 か所となってお

り、それぞれ昨年度の 4か所、43 か所に比べ改善が図られました。 

22 
 



また、コールセンターにおける相談の充実を図るため、①長期に電話相談が

増加すると見込まれる期間においては、ねんきんダイヤルの研修室を活用して

オペレーター席数を増席、②コールセンター支援システムにおいて相談事跡を

作成する際の入力補助機能（テンプレート）への相談事例の追加等を行うこと

により、事後処理時間を短縮し応答呼数を増加、③大量に送付する通知書によ

る電話の集中化対策として、コールセンター管轄エリア内の分散送付及び拠点

郵便局への分割持ち込みによる総呼数の平準化、④混雑時期ナビダイヤルのガ

イダンスの見直し（閑散時期への再度の架電を案内）による総呼数の抑制等に

より、コールセンターの応答率は、平成 23 年度は年金額のマイナス改定等のた

め５月、６月は前年に比べ大きく応答率が低下したものの、通年では平成 22 年

度の 57.1％から平成 23 年度は 60.1％に改善しました。 

 

（３）お客様の声を反映させる取組 

   機構のお客様サービスの基本方針である「お客様へのお約束１０か条」を実

現させるとともに、お客様にとって、身近で信頼される組織を目指し、お客様

の立場に立ったサービスを提供するために、次の取組を行いました。 

  ①お客様サービス向上の取組として、直接お客様からご意見をお聴きするさま

ざまな取り組み（お客様向け文書モニター会議、お客様満足度アンケート調査、

窓口覆面調査、ご意見箱、年金事務所お客様モニター会議、コールセンターア

ンケート等）を実施しました。なお、お客様満足度アンケート調査等について

は、ニーズに応じた調査項目の改善等を行うとともに、新たにコールセンター

に関するアンケート調査も行いました。②お客様向け文書モニター会議におい

ては、文書デザイナーを起用し、文書作成のプロからの意見を取り入れる仕組

みを作りました。また、お客様向け文書を作成する際の参考書「お客様向け文

書」作成ガイドラインのリニューアルや「別冊文書レイアウトの実践」を作成

し、よりわかりやすい文書作成ができるようにしました。③接遇面向上におい

ては、お客様の意見や現場の意見を反映させた「マナースタンダード実践テキ

スト」のリニューアル版を作成するとともに、接遇研修においても、恒常的か

つ継続的な研修を実施しました。なお、平成 22 年度に加入した「特殊法人等苦

情相談連絡協議会」において世話人法人として平成 24 年 1 月に総会を開催する

とともに、他社事例を研究しました。④お客様の声等をお客様サービス向上に

反映する取り組みとして、機構に寄せられたご意見・ご要望を、本部において

集計・分析し、お客様の声の集計報告や主なお客様の声の内容として、定期的

にホームページに公表（年金事務所における「お客様の声」に基づく個別対応

事例を「今週の改善」としてホームページで公表）するとともに、分析結果を

もとに改善を図る取り組みを実施しました。⑤現場主導のサービス改善・業務
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改善につなげる仕組みとして「サービス・業務改善コンテスト」、「年金事務

所お客様モニター会議」、「職員提案制度」及び「身近な業務改善の取り組み」

を通じ、業務改善に寄与するとともに、全国の職場で共有化を図るなど、重要

な役割を果たす制度として定着させました。 


